
 

    

 

中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策の 

あり方について（第八次答申）」（案）に対する 

パブリックコメントの実施結果について 

 

 

 

 

 

 

 
○募集期間 

  平成１７年２月２３日（水）～平成１７年３月３０日（水） 

 

○意見の提出者数 

 

 合計                ３９通 

 

（内訳 自治体１通、企業４通、団体７通、個人２７通） 
 
意見総数 １２３件 



パブリックコメントによる意見の概要及び意見に対する考え方 

 

１．ディーゼル自動車の排出ガス低減対策に関する意見 

（１）ディーゼル０９年目標 

意見の概要 件数 意見に対する考え方 

（ディーゼル09年規制に
賛成） 

1. 

2. 

3. 

今回の規制は地方の

大気汚染問題を含め

て対策できる点も含

めて評価できる。 

今回の答申（案）の内

容については基本的

に賛成。 

規制強化による車両

のコスト上昇及び物

流に対するコストの

転嫁があるとしても

自動車からの排出ガ

スをクリーンにすべ

き。 

 
 
3件 
 
 

5件 
 
 
1件 
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（規制強化は必要ない） 
4. 

5. 

6. 

世界一厳しい「新長期

規制」と「サルファー

フリー軽油」の組み合

わせで、NOx・PM対
策は十分である。09
年規制は、NOx・PM
規制と燃費が両立し、

かつ、車両価格の上昇

抑制策が一体となっ

て実現する目途が立

つ前提で実施すべき

である。 

今回の答申（案）はか

なり行き過ぎの感が

あり、再考していただ

きたい。 

費用対効果を十分考

慮して、NOx・PM排
出の大部分を占めて

いる既存車の規制、現

実に即した試験モー

ドの改良といったよ

り効果の高い施策を

優先すべき。 

 
2件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1件 
 
 

1件 

 
・ 答申（案）にもあるとおり、平成 22年度（2010
年度）の大気環境基準の概ね達成を確実なもの

とし、その後においても維持していくために

は、新長期規制以降の排出ガス規制を行うこと

は重要と認識しています。 
・ なお、試験モードについては、第 5次答申（平
成 14年 4 月）により変更することが適当であ
る旨を指摘しており、例えば、重量車の試験モ

ードは今年から変更される予定です。 
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（実現性のある規制値に

すべき） 

7. 

8. 

9. 

量産市販車が、通常の

使用形態、整備状況、

平均使用年数内にお

いて安定した性能が

発揮されることが前

提であり、今回の答申

（案）にあるような厳

しい目標値に対応し

た車両の開発可否に

ついては、より慎重な

判断が必要。 

ディーゼルエンジン

の高い熱効率は産業

に欠かせない力であ

る。効率の良いトラッ

ク輸送・渋滞緩和策と

排ガス規制改善の方

策とからの現実味の

ある規制値であって

ほしい。 

今回の規制値は自動

車製作者に対して世

界最高水準の技術開

発を促すのではなく、

むしろ、開発意欲・投

資を損うこととなる。 

 
 
2件 
 
 
 
 
 
 
 
 
1件 
 
 
 
 
 
 

2件 
 
 
 
 
 

 
 
・ 今回の目標設定にあたって、自動車排出ガス専

門委員会において自動車メーカー等関係者か

らのヒアリングを実施しており、目標値及び目

標達成年は専門的な判断の下、提案していま

す。 
・ したがって、今回の目標を達成するための車両

の開発は、自動車メーカー等におきましては相

当な努力は必要であるものの、対応可能なもの

と判断しています。 
・ また、このような厳しい規制に対応することに

よって、自動車メーカー等の技術進歩に繋がる

ことを期待します。 
・ 今後、公害のない形でディーゼル自動車が普及

することが、健全なディーゼル自動車の発展に

繋がると考えています。 
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（ディーゼル乗用車の規

制強化に反対） 

10.

11.

12.

 燃費のいい（CO2の排
出の少ない）ディーゼ

ル乗用車の普及を阻

害するような厳しい

規制をすべきではな

い。 

 ディーゼル乗用車は
現在ほとんど無いた

め、規制強化をしても

意味がない。 

 エネルギーセキュリ
ティー（ガソリン・軽

油の需給バランス）の

観点から、ディーゼル

乗用車の普及の芽を

摘んではならない。 

 

 

14件 

 

 

 

 

4件 
 

 

2件 

 
 

・ 答申（案）にもあるとおり、平成 22年度（2010
年度）の大気環境基準の概ね達成を確実なもの

とし、その後においても維持していくために

は、新長期規制以降のディーゼル車の排出ガス

規制を行うことは重要であります。 
・ したがって、今後日本国内において地球温暖化

防止等の観点からディーゼル乗用車を普及し

ていく場合には、排出ガス対策と CO2 対策を
両立させることが重要と認識しています。今回

の目標設定にあたって、自動車メーカー等関係

者からのヒアリングを実施し、目標値は専門的

な判断の上で、提案しているので、実現可能な

ものと認識しています。 
・ なお、ディーゼル乗用車をユーザーに受け入れ

てもらうためにも、ガソリン乗用車と同レベル

の排出ガス性能とすることにより、ディーゼル

自動車に対するユーザーのイメージの一新を

図ることが重要であると認識しています。 

（ディーゼル乗用車の

NOx目標値） 

13. ディーゼル乗用車に
ついて、提案されてい

る規制値をクリアす

るには尿素 SCRが唯
一可能性があると考

える。しかし、乗用車

への採用、尿素ステー

ションのインフラの

拡充の問題があり、こ

の技術を採用できる

かについては疑問が

残るため、その場合を

考慮した規制値設定

が求められる。 

 

 

2件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・ ディーゼル乗用車の排出ガス対策技術は、各自

動車メーカーが独自に開発を図っています。 
・ したがって、今回の目標値に対応するために

は、尿素 SCR が唯一の技術とはいえないと考
えています。 

・ 頂いたご意見につきましては、環境省をはじめ

関係省に配布させていただきます。 
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（ディーゼル乗用車の排

出ガス値） 

14.

15.

 NOx についてガソリ
ン自動車と同じにす

るならばCOやHCを
ガソリン並に緩和す

べき。 

 NOx とＣＯはトレー
ドオフであるため、実

質 CO の規制強化に
ならないよう CO の
規制値について緩和

すべき。 

 

 

1件 

 

 

 

2件 

 
 
・ 今回の目標設定にあたって、自動車メーカー等

関係者からのヒアリングも実施しており、目標

値及び目標達成年は専門的な判断の下、提案し

ているので、実現不可能なものではないと認識

しています。 
・ NOx と CO のトレードオフの関係についても
提案した値ならば対応可能と判断しています。 

（PMの試験方法） 

16. PM の試験方法が明

確にされていないな

ど、規制値だけを先行

させず、慎重に検討す

べき。 

 

2件 

 
・ PMの測定は、これまでも行われてきたが、今
回の 09年目標値は、大幅な PMの規制強化で
あり、現在の測定法では定量限界以下となる。

このため、測定室内の温度管理をより厳密にす

るなど、測定精度をより一層高める必要がある

ことから、試験方法の見直しが必要と判断した

ものです。 
・ なお、米国においても、規制値の提案後試験法

の改良作業を行っており、欧米と比較しても規

制値を先行されることは異例とはいえないと

考えます。 

（挑戦目標の位置づけ） 

17.

18.

 挑戦目標値は NOxと
CO2 のトレードオフ
を考えると、ディーゼ

ル車にとって極めて

不利な状況が発生し

うるので、再検討すべ

き。 

 挑戦目標については
具体的な次期目標と

して設定すべき。 

 

2件 

 

 

 

 

 

1件 

 
・ 挑戦目標値は、現段階では達成可能とは判断し

ておらず、今後の技術進展を期待して設定した

ものです。 
・ この挑戦目標値は、平成 20年（2008年）頃に、
技術の進捗状況、CO2との関係等様々な要因を
考慮して実施の可否及び具体的数値について

最終決定することとしており、かならずしも、

09年目標値の 3分の 1になるとは限りません。 
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（輸入車に対する規制開

始の猶予） 

19. 規制導入にあたり、輸
入自動車については、

猶予期間を設けて頂

きたい。 

 

 

3件 

 

 

 
 
・ 頂いたご意見につきましては、排出ガスの許容

限度そのものを定めるためのご意見ではない

ので、環境省をはじめ関係省に配布させていた

だきます。 

（目標達成時期） 

20.

21.

 車両代替促進のため
にもすべての車両に

ついて達成時期を平

成 21年（2009年）末
とし、継続生産期間は

最小限とすべき。 

 本年 10月より開始さ
れる新長期規制につ

いても適合車種は未

だ十分に販売されて

いない状況であり、技

術開発が追いついて

いない感がある。ま

た、車両の代替は経営

上計画的に行う必要

がある極めて重要な

判断である。このた

め、答申（案）による

新たな規制について

もこのような事態を

招かぬように配慮さ

れたい。 

 

 

1件 

 

 

 

 

3件 

 
・ 今回の目標値及び目標達成時期は、自動車排出

ガス専門委員会における関係者からのヒアリ

ング等を踏まえ、専門的知見に立って適切に判

断したものと考えています。 
・ 具体的には、答申（案）にあるとおり、車種の

多様性等を加味して、自動車メーカーの車両開

発等に支障が生じないように、達成時期を平成

21年（2009年）と平成 22年（2010年）に分
けたものです。 

・ なお、継続生産期間については、排出ガスの許

容限度そのものを定めるためのご意見ではな

いので、環境省をはじめ関係省に配布させてい

ただきます。 
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（尿素インフラ等） 

22.

23.

 尿素供給インフラ整
備を図ること。また、

尿素の規格としては

ISO 基準案 22241 の
基準を採用すべき。 

 尿素インフラが遅滞
なく建設されるよう

規制緩和策や補助政

策等のバックアップ

を図るべき。 

 

 

1件 

 

 

 

2件 

 

・ 尿素の規格については、JIS規格を作るべく検
討が進んでいると承知しております。 

・ 頂いたご意見につきましては、環境省をはじめ

関係省に配布させていただきます。 

（ディーゼル自動車の

OBDシステムについて） 

24.

25.

 高度なOBDシステム
について、エコドライ

ブのための運転診断

システムなどに活用

できるものにすべき。

また重量車への運転

診断システムの標準

装備について検討す

べき。 

 OBD の基準を定める
にあたっては、欧州の

基準を参照されたい。 

 

 

1件 

 

 

 

 

 

 

1件 

 
 

・ ディーゼル乗用車の高度な OBDの具体的検出
項目等については、今後関係省において具体的

に判断することとなっています。 
・ 頂いたご意見につきましては、環境省をはじめ

関係省にも配布させていただきます。 
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（２）排出ガス低減と燃費（ＣＯ２）の関係 

意見の概要 件数 意見に対する考え方 

（排出ガス対策と CO2 対
策の整合について） 

1. 「排出ガスの大幅な低
減」が「燃費の悪化を

もたらす」のであれば、

京都議定書による

CO2 削減に反するの
ではないか。 

2. 京都議定書が発効され
た今日において、

NOx・PM 対策のさら
なる強化の必要性と、

地球温暖化防止のため

の燃費向上に関する施

策の整合性に疑問があ

る。同審議会の関連部

会、環境省においても

十分な調整を図るべ

き。 

3. 大気環境対策と低燃費
対策が両立するよう

な、バランスのとれた

環境対策に努めるべ

き。 

4. 地球温暖化対策とバラ
ンスの取れた規制値の

あり方、様々な可能性

を残す運用方法とすべ

き。 

5. 大気汚染と地球温暖化
の防止を両立できるよ

う、政策的に誘導する

のが環境省の義務では

ないか。 

 

 

2件 
 

 

 

 

1件 
 

 

 

 

 

 

 

 

1件 
 

 

 

1件 

 

 

 

1件 
 

 
 
・ 今回の答申（案）にもあるとおり、一般論と

しては、大幅な排出ガス規制の強化により燃

費の悪化が懸念されることは事実です。 
・ しかしながら、燃費に関係する要因として

は、ご指摘の排出ガス規制のみならず、車

両・積載重量、走行速度、加減速の頻度等様々

な要因が関係しています。 

・ 以上のことを踏まえると、今後の自動車メー

カー等の開発努力により、燃費の悪化を出来

るだけ抑制することが期待されるところで

あり、そのことにより、大気汚染の改善と地

球温暖化防止の両立が可能と判断しており

ます。 

・ また、最新規制適合車への代替や燃料の品質

改善が円滑に進むように金融・税制面等にお

ける配慮も必要であると考えています。 

・ 頂いたご意見につきましては、環境省をはじ

め関係省に配布させていただきます。 
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6. CO2 の削減量が論じ
られていないが、規制

強化が総体的に環境に

プラスになることを明

示すべき。 

1件 
 

 

 

（燃費の悪化によるコス

トアップ） 

7. 燃費の悪化は事業コス
トの中でも大きなもの

であるため、重要視す

べき。 

 

 

1件 
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（３）ガソリン０９年目標 

意見の概要 件数 意見に対する考え方 

（テストモード変更） 

1. 規制値を据え置き、ス
トモードを変更するこ

とは規制強化につなが

る。 

 

 

1件 
 

・ テストモードの変更は、今回の答申（案）で

はなく、第 5次答申（平成 14年 4月）で決定
したものです。 

・ 頂いたご意見につきましては、環境省をはじ

め関係省に配布させていただきます。 

（PM規制導入に反対） 
2. 希薄燃焼方式の直噴ガ
ソリン車に関して、燃

費悪化を招く DPF を
必要とするＰＭ規制値

を導入するのは不適切

である。 
 
 

 
3件 

 
・ 今回の希薄燃焼方式のガソリン車に対する

PM目標値の設定は、これらの車からの PMの
排出実態に基づき行うものです。 

・ また、今回の規制に基づく対策技術は各自動

車メーカーが個別に判断するものであり、必

ずしもDPFを必要とする規制とはいえないと
考えています。 

（規制の強化） 

3. ガソリン車の NOx 等
の許容限度を現在の技

術基準を勘案し、引き

下げるべき。 

 

 
1件 

 
・ 今回の答申（案）にもあるとおり、現在の低

排出ガス車認定制度等の効果に鑑み、許容限

度を改正しないこととしたものです 
・ しかしながら、答申（案）にもあるとおり、

今後の同制度の効果が薄れるといった状況の

変化があれば、改めて検討を行うこととして

います。 
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（４）国際的な基準調和 

意見の概要 件数 意見に対する考え方 

（基準の国際調和の推進） 

1. 日本の自動車メーカー
は環境対策で先行して

おり、日本政府として

もリーダーシップをと

り、国際調和を図るべ

き。 

2. 今回の規制を行う際に
は、WHDCテストサイ
クル（大型車の国際調

和モード）を採用すべ

き。 

3. 現在国際的に検討を行
っている諸提案と内容

が矛盾しない規制とし

てほしい。 

4. UN-ECE（国連欧州経
済委員会）基準を採択

するか、オプションと

して受入れてほしい。 

5. PM 粒子数規制は導入

すべきではない。導入

する場合は、GRPE（国
連欧州経済委員会自動

車基準調和フォーラ

ム・排出ガスエネルギ

ー分科会）の枠組みを

通じて行うべき。 

 
2件 
 
 
 
 
 
 
1件 
 
 
 
 
 
1件 
 
 
 
 
2件 
 
 
 

3件 

 
・ 現段階においては日米欧とも各国の事情に

併せ、それぞれ個別の排出ガス規制を実施し

ているところであります。しかし、答申（案）

にもあるとおり、第７次答申までの考え方を

一歩進め、国内の環境対策に支障のない範囲

において、国際的な基準調和を積極的に検討

することとしています。 
・ 具体的な例として、答申（案）において、平

成 20年（2008年）の挑戦目標の技術レビュ
ーの際には、国際的な基準調和活動に配慮す

ることとしています。 

（耐久要件の改定） 

6. 今回の目標値の設定に
併せて、耐久規定を改

定する場合には、欧米

の基準を参照された

い。 

 

1件 

 
 
 

 

・今回の 09年目標値の設定に併せ、耐久規定を
変更する予定はありません。 

  11



（認証手順の整合） 

7. 欧州の規則ではディー
ゼルエンジンは馴らし

運転の終わる期間（デ

ィ ー ゼ ル 車 で は

15,000km）までは排出
ガス量が改善されるこ

とがあるため、慣らし

運転後の車両の排ガス

試験を新車の排ガス性

能に代替することが認

められている。このた

め、日本においても同

様の制度を導入するこ

とを希望する。ディー

ゼル乗用車等の PM目
標値は厳しく、テスト

の結果の反復性、再現

性の問題が残るので、

新車の生産適合テスト

に許容誤差を導入して

ほしい。 

8. ディーゼル乗用車等の
PM 目標値は厳しく、

テストの結果の反復

性、再現性の問題が残

るので、新車の生産適

合テストに許容誤差を

導入してほしい。 

  
2件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2件 

  
・ 

・ 

今回の答申（案）は、新車の単体規制値を決

めているものであります。 
具体的な認証時の取扱については、認証制度

に関わる事項は関係省で決定されております

ので、頂いたご意見につきましては、環境省

をはじめ関係省に配布させて頂きます。 

 
 

  12



２．関連の諸施策等に関する意見 

（１）自動車排出ガス総合対策の推進 

意見の概要 件数 意見に対する考え方 

（NOx・PM法対象地域へ
の流入規制の導入） 

1. 自動車 NOx・PM法の
特定地域内では、流入

車両が環境に与える影

響は明らかであるため

流入車両規制などを早

急に行うべき。 

2. 流入規制はどのように
行うのか。行わないの

であれば、自動車

NOx・PM 法は特定地
域のみではなく全国一

律の規制にすべき。 

 
 
2件 

 

 

 

1件 

 

 

 

（NOx・PM 法強化に反

対） 

3. 新車の規制を行えば、
いずれ車両代替により

大気汚染は解決でき

る。慌てて使用過程車

の代替を促進する不公

平・不平等な規制はや

めるべき。 

 

1件 

 

 

 

 

（NOx・PM法強化の場合
の周知方法について） 

4. 新車の規制が強化され
ることにより使用過程

車に対する規制が強化

される場合には、早期

に使用年数について示

してほしい。 

 
 

1件 

 
 

・ 平成 22年度における環境基準の概ね達成の
目標に向けて、自動車 NOx・PM 法に基づ

き、平成 15年度に関係自治体において、国
の施策と地方独自の施策の双方を盛り込ん

だ「総量削減計画」を定め、取組が始められ

たところであり、現段階では、同計画に基づ

く総合的な対策が着実に実施されていくこ

とが重要と考えています。 

このような中で、平成 17 年度は自動車
NOx・PM 法の中間評価年にあたりますた

め、施策の効果の中間点検を行うこととさ

れております。頂いたご意見につきまして

はその点検の際に参考にさせていただきた

いと考えています。 
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5. 事実上、使用過程車を
廃車にする施策は避け

るべき。不適合車両で

中古車として日本から

輸出する車両について

も対策をすべき。 

2件 

 

 

 

 

・ 輸出されるものは、基本的には輸出先の規制

に従うのが原則と考えます。環境汚染物質に

関する国際的な移転の規制については、有害

廃棄物の規制を行うバーゼル条約のような

例もありますが、このような例は限定された

ものです。中古自動車についてもこのような

規制が必要かどうかは慎重に検討する必要

があると考えます。 
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（総合対策の推進等） 

6. 新車に対する対策と使
用過程車に対する環境

対策は全く別の環境指

標と対策が必要である

ため、それぞれに対し

て時代に見合った対策

をとっていく必要があ

る。 

7. 単体規制の他、地球温
暖化にも効果の高いア

イドリングストップに

代表されるエコドライ

ブの普及・啓発、交通

流の円滑化、都市構造

の改善といった総合的

な対策により積極的に

取り組むべき。 

8. 点検整備の実施による
使用過程車の対策をす

べき。 

9. 使用過程車のサーべイ
ランスについては、欧

米で検討されている方

策を採用することを検

討すべき。 

10. 費用対効果を十分考慮
して、NOx・PM 排出
の大部分を占めている

既存車の規制、現実に

即した試験モードの改

良といったより効果の

高い施策を優先すべ

き。 

 

1件 

 
 
 
 
 
 
1件 

 

 

 

 
 
1件 
 
 

1件 

 

 
 
(再掲) 

 

 

 

 

 

 

・ 新車の規制強化以外の項目についても今回

の答申（案）でも述べているところであり、

頂いたご意見につきましては、環境省をはじ

め関係省に配布させていただきます。 
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11. 排出ガス規制が強化さ
れる一方で、ディーゼ

ル自動車の車両台数の

増加が見られないにも

かかわらず、ここ数年

の SPM の環境基準達

成率の悪化を考える

と、原因が自動車だけ

に求められるものでは

ない。悪化の原因及び

原因物質を特定し、総

合的な対策に取り組む

べき。 

1件 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ PM の環境基準の達成状況は平成 15 年度は
前年に比べ大幅に改善されており、気候等の

影響を受けるとはいえ、平均値は改善の方向

にあると認識しています。 
・ 頂いたご意見につきましては、今後の環境対

策に反映させていただきます。 
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（２）国による支援策について 

意見の概要 件数 意見に対する考え方 

（国の支援策を実施すべ

き） 

1. 新たな排出ガス対策が
車両価格に転嫁される

こととなれば、開発費

用を利用者が負担する

こととなる。このため、

開発費用の負担につい

て、国が支援をすべき。 

2. 自動車 NOx・PM法に
より車両の代替等、事

業者負担が発生してお

り、今後の規制強化に

より更なる経済的負担

が求められる場合には

具体的な支援策を早急

に打ち出すべき。 

3. 厳しい規制を行うので
あれば、規制に適合し

た車両を普及・促進す

るような施策を講じる

べき。 

4. 国が強力な支援策（代
替すべき当該車両の買

い上げ等）を講じるべ

き。 

 
 
2件 

 

 

 
 

1件 

 

 

 
 

1件 

 

 

1件 

 

 

 

 

 

 

 

・  今回の答申（案）に基づき排出ガス低減対

策を推進していく過程では、車両価格、燃料

価格、エンジン耐久性、燃費及び維持費等

への影響が考えられますが、これらは自動

車の利用に伴う環境費用を内部化するとの

考えの下に、まずは自動車製作者、使用者

等によって負担されることとなります。 

・  また、具体的な車両等の価格は各自動車メ

ーカーの個々の事情による決定されるもの

です。 

・  しかし、最新規制適合車への代替を円滑に

進めるためには、車両価格の上昇せざるを

得ない分については、金融・税制面等にお

ける配慮も必要であると考えており、答申

（案）においてもこのことを指摘していま

す。 

・  以上のことを踏まえ、頂いたご意見につき

ましては、環境省をはじめ関係省に配布さ

せていただきます。 
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5. 新長期規制適合車につ
いても、メーカーによ

れば 1割前後の車両価
格上昇が避けられない

とのことであり、新た

な規制による価格上昇

がバス事業の大きな制

約とならないよう配慮

すべき。 

6. 「金融・税制面の配慮」
に加えて、運輸業界や

自動車ユーザーへの支

援措置拡充も講ずるべ

き。 

1件 

 

 

 

 
 

1件 
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（３）上記以外の部分 

意見の概要 件数 意見に対する考え方 

（使用過程車用後処理装

置の開発） 

1. 使用過程車ディーゼル
車用の後処理装置の開

発を自動車メーカーに

義務化すべき。また、

早期に開発すべき。 

2. 自動車 NOx・PM法に
関係する三省によっ

て、後付装置の開発企

業への支援策を早急に

講ずるべき。 

 

 

4件 

 

 

1件 

 
 

・ 後処理装置の開発を自動車メーカーに義務

付けることについては、議論の分かれるとこ

ろではありますが、後処理装置の開発につい

ては、これまでも環境省等より、自動車工業

会に対して要請が行われてきたと承知してい

ます。 
・ 頂いたご意見につきましては、環境省をはじ

め関係省に配布させていただきます。 
 

（少数販売される車種へ

の支援） 

3. 車台の供給を受けてい
る特殊自動車メーカー

の場合、規制強化によ

り、供給元の自動車メ

ーカーが車種の削減を

した場合、車台の入手

が困難となる。少数の

自動車を製造・販売す

る会社に対して、救済

措置を検討すべき。 

 

 

1件 

  
 

・ 各メーカーがどのような車両を販売するか

は、民間レベルの議論ではあるものの、頂い

たご意見につきましては、環境省をはじめ関

係省に配布させていただきます。 
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３．その他の意見 

意見の概要 件数 意見に対する考え方 

（環境税） 

1. 環境税などの税制を含
め、中小企業に大きい

負担を強いられるよう

な施策は行うべきでは

ない。 

 
1件 
 
 
 

 
・ 答申（案）にあるとおり、平成 22年度（2010
年度）の大気環境基準の概ね達成を確実なも

のとし、その後においても維持していくため

には、新長期規制以降の排出ガス規制を行う

ことは重要と認識しています。 
・ 規制の経済性については、自動車メーカー等

による努力のみならず、金融、税制措置等を

行い、使用者等に無用な負担を課さないよう

に努めていく必要があると認識しています。 
 

（自動車以外の規制強化） 

2. 

3. 

ディーゼル発電機等自

動車以外のディーゼル

機関についても規制す

べき。 

固定発生源で大量に

NOx を放出するコー
ジェネ発電は都市部か

ら極力排除すべきであ

り、導入のための研究

に対する補助をすべき

ではない。 

 
3件 
 
 

1件 

 
・ 今回の答申（案）でも述べているように、自

動車以外の汎用エンジンの規制の必要性につ

いては、認識しています。 
・ また、大気汚染防止法の枠内で固定型の発電

機に関する規制は行われています。 
・ なお、都市部でのさらなる規制強化について

は、環境省をはじめ関係省に配布させていた

だきます。 

  20



（バイオディーゼル燃料

の添加量） 

4. 

5. 

バイオディーゼル燃料

について、FAMEの添
加量について上限値を

決めることが不可能と

判断されたわけではな

く、今後の調査の積み

重ねにより上限値を決

める可能性はあるた

め、目標値の設定の表

現を「困難である」か

ら「難しい」に変更す

べき。 

バイオディーゼル燃料

の許容限度の検討を引

き続き行うべき。 

 

1件 

 

 

 

 

 

 

1件 

 
 

・ 今回の答申（案）にあるとおり、今後のバイ

オディーゼル燃料の普及状況等を踏まえ必要

に応じて検討を行うこととしています 
 

6. 地球温暖化のＣＯ２は
燃料の使いすぎが原因

であり、各国における

使用量を規制すること

が重要項目である。 

1件 ・ 頂いたご意見につきましては、環境省をはじ

め関係省に配布させていただきます。 
 

7. 建設機械への排出ガス
規制の強化についても

適正な補助制度の創設

をすべき。 

1件 ・ 建設機械を含むオフロード特殊自動車に関

する法律案は現在国会審議中と聞いており、

頂いたご意見につきましては、環境省をはじ

め関係省に配布させていただきます。 

8. 

9. 

ディーゼル自動車とガ

ソリン自動車の特性を

説明した上でパブリッ

クコメントを募るべ

き。 

パブリックコメントを

募るに当たり、我が国

の環境規制のあり方を

決める重要な施策であ

るので、国民が適切に

判断できるよう多くの

情報を開示すべき。 

1件 

 

 

1件 

・ 頂いた意見につきましては、今後のパブリッ

クコメント実施の参考にさせて頂きます。 
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